
対象となるマイナンバーカードの申請は９月末！マイナポイントの申し込みは２月末！

。これまでの保険証が使えなくなることはありません。
マイナポイント
ホームページは
こちら！

「一人で申請するのは難しい」と思われている方に向け、役場が申請のサポートをします。無料
の顔写真撮影や申請書の作成方法の案内などを行いますので、この機会にマイナンバーカードを
申請してみませんか？

サポート期間　令和４年８月１日（月）から９月30日（金）まで
◇平　日：８：30～17：15（12：00～13：00を除く）
◇休　日：毎週日曜日　9：00～17：00
◇夜　間：毎週木曜日 17：15～20：00
◇持ち物：①マイナンバーカード交付申請書、②スマートフォン
　　　　　（※①、②をお持ちでない方は、手ぶらでお越しください。）
◇場　所：【平日・休日】税務町民課
　　　　　【夜間】役場正面玄関特設コーナー
※交付には交付通知書、身分証明書等が必要になります。

役場で申請・交付をサポートします！休日・夜間も開始！


